
南知多町告示第１７号

 令和 ８年 ３月１８日町議会定例会の議決を経た令和７年度南知多町水道事業会

計補正予算（第３号）の要領は、別紙のとおりである。

                令和 ８年 ３月１８日

                      南知多町長 石 黒 和 彦



議案第３３号 

令和７年度南知多町水道事業会計補正予算（第３号） 

（総 則） 

第１条 令和７年度南知多町水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

（資本的収入及び支出） 

第２条 予算第４条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「１

３７,７１７千円」を「１３７,６９０千円」に改め、「当年度分損益勘定留保資金１

０５,２７３千円」を「当年度分損益勘定留保資金１０５,２４６千円」に改め、資

本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

      収   入 

      （科 目） （既決予定額）  （補正予定額）  （ 計 ） 

  第 1 款 資本的収入    45,776 千円  1,090,659 千円  1,136,435 千円 

   第 3 項 企業債       0 千円   557,700 千円   557,700 千円 

   第 4 項 補助金    43,040 千円   532,959 千円   575,999 千円 

   支   出 

（科 目） （既決予定額）  （補正予定額）  （ 計 ） 

第 1 款 資本的支出  183,493 千円  1,090,632 千円  1,274,125 千円 

第１項 建設改良費   71,129 千円  1,090,632 千円  1,161,761 千円 

（企業債） 

第３条 令和７年度南知多町水道事業会計予算第９条を第１０条とし、第８条を第９

条とし、第７条を第８条とし、第６条を第７条とし、第５条の次に次の１条を加え

る。 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利  率 償還の方法 

岩屋配水区管路

耐震化事業

千円

116,200 普通貸借又

は証券発行 

年利 4.0％以

内（ただし、利率

見直し方式で借

り入れる資金に

政府資金についてはそ

の融資条件により、銀行そ

の他の場合にはその債権

者と協定するものとする。



佐久島海底送水

管布設替事業

441,500 ついて、利率の見

直しを行った後

においては、当該

利率見直し後の

利率） 

ただし、企業財政の都合に

より据置期間及び償還期

限を短縮し、若しくは繰上

償還、又は低利に借り換え

することができる。 

計 557,700

                 令和 ８年 ３月 ３日提出 

南知多町長 石 黒 和 彦 














